
13 いの広報　11月号

～ 幼児教育・保育の無償化について ～ 

▶幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する場合
【対象者・利用料】
○10月から、幼稚園・保育所・認定こども園等を

利用する３歳～５歳までの全ての子どもたちの利
用料、０歳～２歳の子どもたちについては、非課
税世帯の利用料が無償となりました。

・幼稚園については、月額上限25,700円です。
・無償化の期間は、満３歳になった後の４月１日か

ら小学校入学前までの３年間です。
　（注）幼稚園については、入園できる時期に合わ

せて、満３歳から無償となります。
・保護者会費や行事費などは、これまでどおり保護

者の負担になります。
・子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚

園については、無償化となるための認定等手続き
が必要な場合があります。

【給食費】
○給食費（副食費）についても無償となります。
【対象となる施設・事業】
○幼稚園・保育所・認定こども園に加え、地域型保

育・企業主導型保育事業（標準的な利用料）も同
様に無償化の対象です。

▶幼稚園の預かり保育を利用する場合
【対象者・利用料】
○無償化の対象となるためには、「保育の必要性の

認定」を受ける必要があります。
　（注）通われている幼稚園を経由しての申請とな

ります。

　「保育の必要性の認定」の要件については、就労
等の要件（認可保育所の利用と同等の要件）があ
ります。

○幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月
額11,300円までの範囲で預かり保育の利用料が
無償となります。

▶認可外保育施設等を利用する場合
【対象者・利用料】
○無償化の対象となるためには、「保育の必要性の

認定」を受ける必要があります。
　（注１）保育所、認定こども園等を利用できてい

ない方が対象となります。
　（注２）「保育の必要性の認定」の要件について

は、就労等の要件（認可保育所の利用と
同等の要件）があります。

○３歳から５歳までの子どもたちは月額37,000円
まで、０歳から２歳までの住民税非課税世帯の子
どもたちは月額42,000円までの利用料が無償と
なります。　　

【対象となる施設・事業】
○認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保

育事業、ファミリー・サポート・センター事業も
対象となります。

　（注１）保育所、認定こども園等を利用できてい
ない方が対象となります。

○就学前の障害児の発達支援を利用する子どもたち
についても、３歳から５歳までの利用料が無償と
なります。

町営住宅入居者募集臨時保育士・幼稚園教諭・保育教諭の募集について

▶募集住宅　内野団地
▶入居資格　現在、地方税などを滞納されていない

方で、申込時に配布する手引きなどの入居資格に
該当する方

▶申込書配布及び受付期間
　11月11日（月）～22日（金）※ただし、土、日を除く。
　期間内に申込がない住宅は随時受付となります。
▶その他　入居が決定した際には、県内に居住する

連帯保証人２名が必要となります。
▶概要 ▪申込・問い合わせ
　 管財契約課
 ☎８９３-１１１４
　 吾北総合支所住民福祉課
 ☎８６７-２３００
　 本川総合支所住民福祉課
 ☎８６９-２１１２

　令和２年４月から、町立保育園・幼稚園・認定こ
ども園で勤務する臨時の保育士・幼稚園教諭・保育
教諭を募集します。　　　
　職業安定所で手続きの上、書類選考又は面接を行
います。
▶面接日時　11月30日（土）　9：00～17：00 
▶面接場所　いの町役場本庁舎（いの町1700番地１）
▶必要資格　
　〈保育園勤務希望〉保育士
　〈幼稚園勤務希望〉幼稚園教諭
　〈認定こども園勤務希望〉保育士かつ幼稚園教諭
▶勤務先　〈保育園〉天神・八田・神谷・川内
　　　　　〈幼稚園〉伊野
　　　　　〈認定こども園〉えだがわ・ごほく
▶雇用期間・勤務時間・給料　　町の規定による
▪問い合わせ　教育委員会事務局  ☎ ８９３-１９２２

▪問い合わせ　いの町教育委員会事務局　幼保支援係　☎ ０８８-８９３-１９２２　FAX ０８８-８９３-２１２１

団 地 名 内野団地北棟
住 　 所 ２３０１番地
構 　 造 鉄筋４階建
間 取 り ３ＤＫ
募集戸数 ２戸（１階）
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